
 

 

色覚検査について 

 色覚検査は、色の見え方を調べる検査です。色覚異常は、色がまったく分からないと

いうわけではなく、色によって見分けにくいことがある程度で、日常生活にはほとんど不

自由はありません。しかし、職業選択をするにあたり、「色」に関わる仕事などでは、制限

が残っている場合もあります。希望する場合は保健室でも検査ができます。保健室では

簡易検査になりますので、疑いがある場合は、眼科での検査をおすすします。 
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